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代表紹介

大学卒業後、伊丹市にある、「株式会社ゆずりは」に就職。
機能訓練特化型の短時間デイサービス（午前・午後2部制）を立ち上げるタイミング
で、立ち上げスタッフとして入職。
約2年後、通常デイサービス（食事・入浴有）も立ち上げ、2つのデイサービスで、通
所介護職員→生活相談員→管理者として約10年程勤務する。（平成20年4月～
平成30年4月）
デイサービス部門の責任者として、職員の管理や、売上管理等のマネジメント、事
故処理や職場の研修リーダー等を担当し、運営に関することを任される。

異動にて居宅介護支援部門でケアマネジャーとして約3年程、勤務。
（平成30年5月～令和2年7月）

その後、「株式会社うみのほし」にて、グループホーム、デイサービス、ショートステ
イ、訪問介護と様々な部署を経験する。（令和2年8月～）

ウェルネスウォーカー訪問介護事業所を立ち上げる。（令和4年5月～現在）



事務所（住所：明石市港町22-5）

外観
玄関

相談室



事務室 鍵付き書庫

複合機、親機、金庫 自動手指消毒器

机、椅子、パソコン、子機

事務所の様子



消火器設置場所

非常口

非常口

避難経路



移動は、原付 or 自転車

移動手段



訪問介護とは？

「訪問介護」とは、訪問介護員等（※）が、利用
者（要介護者等）の居宅を訪問し、入浴・排せつ
・ 食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等
を提供するものをいう。

※「訪問介護員等」
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初
任者研修修了者、 旧介護職員基礎研修修了者
、旧訪問介護員1級又は旧2級課程修了者を
いう。



訪問介護のサービス類型

「訪問介護」は、その行為の内容に応じ、次の３類型に
区分される。

① 身体介護 ≫ 利用者の身体に直接接触して行われる
サービス等 （例：入浴介助、排せつ介助、食事介助 等）

② 生活援助 ≫ 身体介護以外で、利用者が日常生活を
営むことを支援するサービス （例：調理、洗濯、掃除 等
）

③ 通院等乗降介助 ≫ 通院等のための乗車又は降車
の介助（乗車前・降車後の移動介助等の一連のサービ
ス行為を含む）





職種 配置人数 勤務形態 必要資格

管理者 1人
常勤専従

（サービス提供責任者または
訪問介護員との兼務可）

なし

サービス提供
責任者

1人以上
（利用者40名または端

数
を増すごとに増員）

常勤専従
（管理者または訪問介護員

との兼務可）

•介護福祉士
•ヘルパー1級
•介護職員基礎研修課程修了者
•実務者研修修了者

訪問介護員
2.5人以上

（常勤換算で計算）
－

•介護福祉士
•実務者研修終了者
•介護職員初任者研修修了者
•ヘルパー1級
•ヘルパー2級
•介護職員基礎研修修了者
•生活援助従事者研修修了者
•看護師等（看護師・准看護師）

必要な人員配置



ヘルパーさん募集しております！
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